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（法人税申告書別表
一（一）「2」､別表一（二）
「2」､別表一（三）「2」､
別表一の二（一）「2」､別
表一の二（二）「2」又は
別表一の二（三）「2」）
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（法人税申告書別表一
（一）「3」､別表一（二）「3」､
別表一（三）「3」､別表一
の二（一）「3」､別表一の
二（二）「3」又は別表一
の 二（ 三 ）「 3 」）

法人税額の特別控除額

（法人税申告書別表一（一）
「5」､別表一（二）「5」､別表一
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復興特別法人税申告書別表一の記載の仕方 

１ この表は、法人が復興特別法人税に関する申告（東日

本大震災からの復興のための施策を実施するために必

要な財源の確保に関する特別措置法（以下｢復興財源確

保法｣といいます。）第53条第１項((課税標準及び税額

の申告))の規定による申告書又は同法第54条((還付を受

けるための申告))の規定による申告書の提出をいいま

す。）をする場合に記載します。 

２ ｢法人名｣及び｢代表者自署押印｣には、フリガナを付し

てください。なお、正本には、必ず代表者が自署押印を

してください。 

３ 「代表者自署押印」は、内国法人が平成30年４月１日

以後に修正申告をする場合は「代表者記名押印」として

記載し、外国法人が同日以後に修正申告をする場合は

「代表者」として記載します。 

４ 「経理責任者自署押印」は、内国法人が平成30年４月

１日以後に修正申告をする場合は記載を要せず、外国法

人が同日以後に修正申告をする場合は「国内源泉所得に

係る事業等の責任者記名押印」として記載します。 

５ ｢旧納税地及び旧法人名等｣には、当期中に納税地若し

くは法人名に異動があった場合又は合併法人が被合併

法人の最後事業年度の申告をする場合には旧納税地又

は旧法人名（被合併法人名）を、本店又は主たる事務所

の所在地と納税地とが異なる場合には本店又は主たる

事務所の所在地を記載するなど参考となる事項を記載

します。 

６ ｢※税務署処理欄｣の各欄は、記載する必要はありませ

ん。 

７ ｢税理士法第30条の書面提出有｣又は｢税理士法第33条

の２の書面提出有｣は、税理士法第30条((税務代理の権

限の明示))又は第33条の２((計算事項、審査事項等を記

載した書面の添付)) に規定する書面を申告書に添付す

る場合には、該当する欄に○をしてください。 

８ ｢復興特別法人税申告書（   ）｣の括弧の中には、

期限後申告をする場合は｢期限後｣と記載し、修正申告を

する場合は｢修正｣と記載します。 

９ ｢課税標準法人税額(⒂又は０) 1｣には、当期が次に掲

げる課税事業年度のいずれであるかに応じ、それぞれ次

の金額を記載します。 

⑴ 復興財源確保法第45条第３項((課税事業年度))の規

定により課税事業年度とみなされる事業年度 ０ 

この場合、｢課税標準法人税額の計算｣の各欄は、記

載を要しません。 

⑵ ⑴以外の課税事業年度 ｢15｣の金額 

10 ｢差引この申告により納付すべき復興特別法人税額 

(⑵－⑶) 4｣は、この算式により計算した金額に100円未

満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。 

11 ｢この申告が修正申告である場合｣の各欄は、この申告

が修正申告である場合に、次により記載します。 

⑴ ｢課税標準法人税額6｣には、この申告前の申告書の

｢1｣の金額又はこの申告直前の更正決定通知書の｢更

正又は決定の金額｣の｢課税標準法人税額｣を記載しま

す。 

⑵ ｢控除税額7｣には、この申告前の申告書の｢3｣の金額

又はこの申告直前の更正決定通知書の｢更正又は決定

の金額｣の｢控除税額｣を記載します。 

⑶ ｢復興特別法人税額8｣には、この申告前の申告書の

｢4｣の金額又はこの申告直前の更正決定通知書の｢更

正又は決定の金額｣の｢差引復興特別法人税額｣を記載

します。 

⑷ ｢還付金額9｣には、この申告前の申告書の｢5｣の金額

又はこの申告直前の更正決定通知書の｢更正又は決定

の金額｣の｢還付復興特別所得税額｣を記載します。 

⑸ ｢この申告により納付すべき復興特別法人税額10｣

には、｢4｣、｢5｣及び｢この申告が修正申告である場合｣

の各欄のうち記載がある欄に応じ、それぞれ次の金額

を記載します。 

なお、この算式により計算した金額に100円未満の

端数がある場合には、その端数を切り捨てます。 

イ ｢4｣と｢8｣とがある場合には、｢4｣の金額から｢8｣の

金額を控除した金額 

ロ ｢4｣と｢9｣とがある場合には、｢4｣の金額と｢9｣の金

額との合計額 

ハ ｢5｣と｢9｣とがある場合には、｢9｣の金額から｢5｣の

金額を控除した金額 

12 ｢課税標準法人税額 (⒁又は(⒁× － )) 15｣には、当

期が次に掲げる課税事業年度のいずれであるかに応じ、

それぞれ次の金額を記載します。 

なお、この算式により計算した金額に1,000円未満の

端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。 

⑴ 復興財源確保法第47条第２項各号((課税標準))に掲

げる法人の同項ただし書に規定する最後の課税事業

年度 ｢(⒁× － )｣の分子の空欄に当該各号に定め

る期間の月数を、分母の空欄に当期の月数をそれぞれ

記載した上、この算式により計算した金額 

この場合、これらの月数は、暦に従って計算し、１

月未満の端数があるときは、これを切り上げます。 

⑵ ⑴以外の課税事業年度 ｢14｣の金額 

13 ｢残余財産の最後の分配又は引渡しの日｣には、当期が

残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合

において、当該課税事業年度終了の日の翌日から１月以

内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるとき

に、その分配又は引渡しの日を記載します。 

14 ｢還付を受けようとする金融機関等｣には、｢5｣の還付

金額について、取引銀行等の預貯金口座への振込みを希

望される場合は、その取引銀行等の名称、預貯金口座名

及びその口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の

通常貯金口座への振込みを希望される場合は｢ゆうちょ

銀行の貯金記号番号｣に貯金総合口座の記号番号のみを、

ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取を希望

される場合は｢郵便局名等｣に支払を受けようとする郵

便局名等のみを記載してください。 


